
８東彼杵町規則第１１号 

  

東彼杵町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  

令和８年４月１日 

 

東彼杵町長 岡田 伊一郎 

  



東彼杵町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

東彼杵町福祉医療費の支給に関する条例施行規則（昭和４９年規則第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

 

改正後 改正前 

（受給資格の申請） （受給資格の申請） 

第３条 条例第６条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、東

彼杵町福祉医療費受給資格認定（更新）申請書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて町長に提出しなければならない。 

第３条 条例第６条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、東

彼杵町福祉医療費受給資格認定（更新）申請書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略） 

（９） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第６

７条第１項の規定の適用を受ける者にあっては、同法第５４条第３項に規定

する資格を証する書類 

（９） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第６

７条第１項の規定の適用を受ける者にあっては、同法第５４条第３項に規定

する被保険者証 

（１０） （略） （１０） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（受給者証の有効期間） （受給者証の有効期間） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項の有効期間が経過した後は、同項第２号及び第３号を除き１年の期 ２ 前項の有効期間が経過した後は、    第２号及び第３号を除き１年の



間で有効期間を更新するものとする。 期間で有効期間を更新するものとする。 

３ （略） ３ （略） 

４ 条例            第５条第１号に規定する所得の確認は、受給者証の

更新のときに行うものとする。ただし、その者が特別児童扶養手当等の支給

に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に基づく障害児福祉手当若しく

は特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律

第３４号）附則第９７条に基づく福祉手当の受給権者であって、当該年度の

所得状況に関して特別児童扶養手当等の支給に関する法律第２０条又は第

２１条の規定                                            による支給

の制限を受けていない者にあっては、第３条第１項第３号に掲げる書類を省

略できるものとする。 

４ 障害者に係る条例第５条第１号に規定する所得の確認は、受給者証の更

新のときに行うものとする。ただし、その者が特別児童扶養手当等の支給に

関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に基づく障害児福祉手当若しくは

特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第

３４号）附則第９７条に基づく福祉手当の受給権者であって、当該年度の所

得状況に関して特別児童扶養手当等の支給に関する法律第２０条又は第２

１条の規定 （第２６条の５において準用する場合を含む。）による支給の制

限を受けていない者にあっては、第３条第１項第３号に掲げる書類を省略で

きるものとする。 

５ 条例                                  第５条第３号から第５号ま

でに規定する所得の確認は受給者証の更新のときに行うものとする。ただ

し、その者が児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）に基づく児童扶

養手当の受給権者であって、当該年度の所得状況に関して同法          第

９条、第９条の２又は第１０条の規定による全額支給の制限を受けていない

者にあっては、第３条第１項第６号          に掲げる書類を省略できる

ものとする。 

５ 母子家庭の母又は父子家庭の父に係る条例第５条第３号から第５号ま

でに規定する所得の確認は受給者証の更新のときに行うものとする。ただ

し、その者が児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）に基づく児童扶

養手当の受給権者であって、当該年度の所得状況に関して児童扶養手当法第

９条、第９条の２又は第１０条の規定による全額支給の制限を受けていない

者にあっては、第３条第１項第５号又は第６号に掲げる書類を省略できるも

のとする。 

６ 受給者証の更新を申請するときの手続については、第３条から前条  ま

での規定を準用する。 

６ 受給者証の更新を申請するときの手続については、第３条から第５条ま

での規定を準用する。 



様式第１号 

 

         

     

 

 

 

 

 

 

様式第１号 

 

          



          

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


